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社会福祉法人くれない学園 

くれない保育所運営規程 

 

（事業所の名称等） 

第１条 社会福祉法人くれない学園が設置するこの保育園の名称及び所在地は、つぎのとおりとする。 

（1） 名称   くれない保育所 

（2） 所在地  大阪市城東区鴫野東３丁目２３番１２号 

（施設の目的及び運営方針） 

第２条 くれない保育所（以下「当園」という。）は、保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ、

保育事業を行うことを目的とする。 

２.  当園は、保育の提供に当たっては、利用する乳児及び幼児（以下「利用乳幼児」という。）の最

善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう

に努めるものとする。 

３.  当園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な提携の下に、利用乳幼児の状況

や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。 

４.  当園は、利用乳幼児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、利用乳幼

児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。 

５. 児童の保育においては、法の理念に基づき、児童が心身ともに健やかに育成されるよう努めると

ともに、児童の国籍、身上、社会身分等によって差別的扱いをしてはならない。 

（提供する保育等の内容） 

第３条 当園は、保育所保育指針に基づき、以下に掲げる保育その他の便宜の提供を行う。 

(1) 特定教育・保育（子ども・子育て支援法第 27条第 1項に規定する特定教育・保育をいう。） 

子ども・子育て支援法第 20条第 4項に規定する支給認定保護者にかかる園児に対し、当該支給認

定における保育必要量の範囲において保育を提供する。 

(2) 時間外保育 

   やむを得ない理由により、支給認定における保育必要量の範囲を超えて保育を必要とする場合は、

当該支給認定にかかる園児に対して、第８条に規定する時間の範囲において、法 59条第 2号に規定

する時間外保育を提供する。 

(3) 食事の提供 

(4)  その他保育にかかる行事等 

（職員の配置） 

第４条 「当園」には、園長、保育士、嘱託医を置く。また、副園長、主任保育士、事務職、調理員、栄

養士、事務職及び看護師、その他の必要な職員を置くことができる。 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第５条 職員の職務内容は、次によるものとする。 

(1) 園長１名    保育園の運営管理全般と職員の指揮監督。 
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(2) 副園長 1名   園長を補佐し、園長不在時は代理者とする。事務を統括する。 

(3) 主任保育士１名 保育士間の業務調整及び技術指導並びに統括する。 

(4) 保育士正規１５名非常勤８名  児童の保育業務、保護者との連絡調整及び保育環境を整備する。 

(5) 栄養士１名   給食献立作成他全般管理、栄養指導業務 

(6) 調理員４名   給食業務、調理器具及び食器の整備保管業務 

(7) 看護師１名   児童の看護及び施設利用者の保健、衛星の指導助言等 

(8) 嘱託医２名  児童の健康診断、児童及び職員の健康相談及び園舎の環境管理に関する助言指導 

（保育を提供する日） 

第６条 保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始(12 月 29 日から 1 月 3

日)及び祝祭日を除く。なお、4月 1日、お盆(8月 13日から 8月 15日)、3月 31日は家庭保育協

力日となり休園となることがある。 

（保育を提供する時間） 

第７条 保育を提供する時間は、次のとおりとする。 

 (1) 当園の保育時間は７時からか１９時までとする。 

(2) 保育標準時間認定に係る保育時間 

７時から１８時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。なお、上記以外の時間

帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、１９時までの範囲内で時間外保育を提

供する。（土曜日は除く） 

(3) 保育短時間認定 

８時から１６時までの範囲内で、保護者が必要とする時間とする。なお、上記以外の時間帯にお

いて、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、７時から９時、１６時から 19時の範囲内で

時間外保育を提供する。（土曜日は、除く） 

（利用者負担その他の費用の種類） 

第８条 保育を利用した支給認定保護者は、その支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村の定め る

利用者負担金（保育料）を支払うものとする。 

２. 支給認定申請から認定の効力が発生する日までの間において、災害の緊急その他のやむを得な

い理由により保育を提供した場合については、当該保護者から特定教育・保育基準費用額の支払

いを受けるものとする。 

３． 当園は、前項の支払いを受けるほか、特定教育・保育等の提供における便宜に要する費用のう

ち、別表に掲げる費用の支払いを受けるものとする。 

（利用定員） 

第９条 当園の利用定員は、法第１９条第１項各号に掲げる小学校就業前子どもの区分ごとに、つぎの

とおり定める。 

(1) 法第１９条第１項第２号のこども（保育を必要とする３歳児以上。以下「２号認定こども」とい

う。）７３人 

(2) 法第１９条第１項第３号のこども（保育を必要とする３歳児未満児。以下「３号認定こども」と

いう。）のうち満１歳児以上のこども４８人 

(3) ３号認定こどものうち、満１歳未満の子ども ９人 
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（利用の開始に関する事項）） 

第１０条 当園は、市町村から保育の実施について委託を受けたときは、これに応じるものとする。 

（利用の終了に関する事項） 

第１１条 当園は、以下の場合には保育の提供を終了するものとする。 

（1） 利用乳幼児が小学校に就学したとき 

（2） ２号認定こどもの保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき 

（3） ３号認定こどもの保護者が、法の定める支給要件に該当しなくなったとき 

（4） その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

（緊急時のおける対応方法） 

第１２条 園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、保護者の緊急連絡先等へ速やかに連絡す

る。 

（非常災害対策） 

第１３条 園長は、自然災害、火災その他の防災対策については、計画的に防災訓練と設備改善を図り児

童の安全に対して万全を期さなければならない。 

２．保育園においては、原則として毎月避難訓練及び消火訓練を行うものとする。 

（虐待の防止のための措置） 

第１４条 当園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、職員に対する研修の実施その他必要

な措置を講じるものとする。 

（保育の実施） 

第１５条 保育内容及び給食並びに健康管理については、児童の年齢や発達に応じて指導計画を立てる。 

（登降園） 

第１６条 登降園については原則として保護者が付き添うものとする。保護者が付き添えない場合は、

保護者よりお迎えに来る人の、名前、関係を職員に報告する。職員は、連絡事項を確認すること

により、引き渡すこととする。 

（年間行事） 

第１７条 年間行事については別に定める。 

（欠席） 

第１８条 児童が欠席する場合には、保護者は口頭又は電話で園長に届けるものとする。 

（休園） 

第１９条 園児又は園児の同居家族に伝染病の発生により、他の園児に感染する恐れがあると認めたと

きは休園を命じることができる。 

（保護者との連絡） 

第２０条 園は保護者と常に密接な連絡を保ち、保育方針、成長、栄養状態、園運営等について保護者の

協力を得るものとする。 

（健康管理） 

第２１条 園長、保健師は常に入所児童の健康に留意し、年２回以上の健康診断を実施しその結果を記

録しておかなければならない。 

（衛生管理） 
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第２２条 園は、環境衛生の保持に心がけ、衛生知識の普及、伝達及び伝染性疾患の感染防止を行い、年

一回の大掃除を行うものとする。 

（地域との交流） 

第２３条 園長は、常に地域との交流に努め、保育所に対する理解と協力を得ることにより、児童が社会

の一員として健全に育成されるよう努めるものとする。 

  

  附 則 

 この規定は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この規定は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規定は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規定は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この規定は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規定は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規定は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規定は、令和４年５月１日から施行する。 

附 則 

 この規定は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規定は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規定は、令和７年４月１日から施行する。 

 


